
                              議案第８０号  

 

       令和３年度鹿沼市一般会計補正予算（第６号）        

 

 令和３年度鹿沼市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,044,508 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 44,252,360 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表  繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

  令和３年１１月２４日提出 

                     鹿沼市長 佐 藤  信      

 



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入 (単位：千円)

1 市税 13,336,788 673,779 14,010,567

1 市民税 5,334,635 546,567 5,881,202

2 固定資産税 6,254,729 123,996 6,378,725

6 都市計画税 765,233 3,216 768,449

10 地方特例交付金 377,000 △67,984 309,016

1 地方特例交付金 93,000 11,919 104,919

2 
新型コロナウイルス感
染症対策地方税減収補
填特別交付金

284,000 △79,903 204,097

11 地方交付税 5,720,000 208,318 5,928,318

1 地方交付税 5,720,000 208,318 5,928,318

14 使用料及び手数料 834,915 △21,462 813,453

1 使用料 484,616 △21,462 463,154

15 国庫支出金 6,930,933 113,232 7,044,165

1 国庫負担金 4,829,232 109,914 4,939,146

2 国庫補助金 2,080,494 3,318 2,083,812

16 県支出金 3,257,042 71,622 3,328,664

1 県負担金 1,904,934 54,957 1,959,891

2 県補助金 1,116,538 16,665 1,133,203

18 寄附金 30,012 90,424 120,436

1 寄附金 30,012 90,424 120,436

19 繰入金 1,073,428 △3,629 1,069,799

2 基金繰入金 1,069,582 △3,629 1,065,953

21 諸収入 2,553,806 1,408 2,555,214

4 雑入 604,126 1,408 605,534

22 市債 3,774,400 △21,200 3,753,200

計款 項 補正前の額 補 正 額



(単位：千円)

1 市債 3,774,400 △21,200 3,753,200

43,207,852 1,044,508 44,252,360

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位：千円)

1 議会費 285,694 △2,125 283,569

1 議会費 285,694 △2,125 283,569

2 総務費 7,231,130 552,425 7,783,555

1 総務管理費 6,577,766 554,388 7,132,154

2 徴税費 373,653 △1,613 372,040

3 戸籍住民基本台帳費 157,086 △350 156,736

3 民生費 15,185,088 246,496 15,431,584

1 社会福祉費 7,483,984 218,825 7,702,809

2 児童福祉費 6,234,676 27,979 6,262,655

3 生活保護費 1,466,078 △308 1,465,770

4 衛生費 3,677,310 56,006 3,733,316

1 保健衛生費 2,255,485 28,215 2,283,700

2 清掃費 1,421,825 27,791 1,449,616

5 労働費 28,486 842 29,328

1 労働諸費 28,486 842 29,328

6 農林水産業費 1,103,772 76,347 1,180,119

1 農業費 712,983 80,847 793,830

2 林業費 390,789 △4,500 386,289

7 商工費 2,879,226 △3,436 2,875,790

1 商工費 2,879,226 △3,436 2,875,790

8 土木費 4,008,288 △484 4,007,804

2 道路橋りょう費 1,544,270 △1,250 1,543,020

4 都市計画費 2,017,010 766 2,017,776

9 消防費 1,363,423 △2,202 1,361,221

補 正 額 計款 項 補正前の額



(単位：千円)

1 消防費 1,363,423 △2,202 1,361,221

10 教育費 3,596,415 △15,927 3,580,488

1 教育総務費 664,367 △3,575 660,792

2 小学校費 631,854 3,493 635,347

3 中学校費 470,381 1,702 472,083

4 社会教育費 456,873 △15,416 441,457

5 保健体育費 1,351,072 △2,131 1,348,941

12 公債費 3,221,707 44,111 3,265,818

1 公債費 3,221,707 44,111 3,265,818

14 予備費 405,133 92,455 497,588

1 予備費 405,133 92,455 497,588

43,207,852 1,044,508 44,252,360

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



第２表  繰越明許費 

（単位：千円） 

 

 

 

第３表 債務負担行為補正 

                                      （単位：千円） 

事           項 期     間 限  度  額 

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 維 持 管 理 費 

（ 菊 沢 ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ ｾ ﾝ ﾀ ｰ ｴ ｱ ｺ ﾝ 機 器 借 上 ） 

令和４年度から 

 令和１４年度まで 
76,296 

予 防 接 種 費 

（ 医 薬 材 料 購 入 ） 
令 和 ４ 年 度 104,480 

斎 場 費 

（ 鹿 沼 市 斎 場 火 葬 等 業 務 委 託 ） 

令和４年度から 

令和６年度まで 
68,600 

新 産 業 団 地 整 備 事 業 

（鹿沼インター産業団地造成事業負担金） 

令和４年度から 

令和７年度まで 
1,160,000 

 

款 項 事   業   名 金   額 

６ 農 林 水 産 業 費 １ 農 業 費 農 業 農 村 整 備 事 業 54,550 



第４表 地方債補正 

（単位：千円） 

起債の目的 

補      正     前 補     正     後 

限度額 
起債の

方 法 
利率 

償還の

方 法 
限度額 

起債の

方  法 
利率 

償還の

方 法 

林道施設整備事業 

 

道 路 整 備 事 業 

 

常 備 消 防 施 設 

整 備 事 業 

 

臨 時 財 政 対 策 

28,100 

 

283,400 

 

146,300 

 

 

1,655,000 

証書借

入又は

証券発

行 

年 5.0％

以内（た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

つ い て

利 率 見

直 し を

行 っ た

後 に お

い て は

当 該 利

率 の 見

直 し 後

の利率） 

政 府 資

金 の 融

資 条 件

又 は 銀

行 そ の

他 の 借

入 れ 先

と の 協

定 に よ

る。ただ

し、市財

政 の 都

合 に よ

り、据置

期 間 及

び 償 還

期 限 を

短縮し、

若 し く

は 繰 上

げ 償 還

又 は 低

利 に 借

換 え す

る こ と

が で き

る。 

45,100 

 

203,900 

 

8,600 

 

 

1,834,000 

証書借

入又は

証券発

行 

年 5.0％

以内（た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

つ い て

利 率 見

直 し を

行 っ た

後 に お

い て は

当 該 利

率 の 見

直 し 後

の利率） 

政 府 資

金 の 融

資 条 件

又 は 銀

行 そ の

他 の 借

入 れ 先

と の 協

定 に よ

る。ただ

し、市財

政 の 都

合 に よ

り、据置

期 間 及

び 償 還

期 限 を

短縮し、

若 し く

は 繰 上

げ 償 還

又 は 低

利 に 借

換 え す

る こ と

が で き

る。 

 


